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第 452号 

令和 5年(2023年) 

9月 29日 

金曜日 

目 次 

規則 
○ 埼玉県文書管理規則の一部を改正する規則（文書課） 

○ 児童福祉法施行細則の一部を改正する規則（健康長寿課） 

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の一部を改正する規則（疾病対策課） 

○ 埼玉県財務規則の一部を改正する規則（出納総務課） 

○ 埼玉県教育局等文書管理規則及び埼玉県立学校文書管理規則の一部を改正する規則（教

委・総務課） 

告示 
○ 自衛官の募集に関する告示（地域政策課） 

○ 生徒用机・椅子・机天板（東部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 生徒用机・椅子・机天板（南部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 生徒用机・椅子・机天板（西部・北部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 戸田都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

変更の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

廃止の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の辞退の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定（社会福祉課） 



 

令和 5年(2023年)9月 29日 

 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の辞退の届出（社会福

祉課） 

○ 身体障害者福祉法第 15条の医師の指定（障害者福祉推進課） 

○ 身体障害者福祉法第 15条の医師の指定の辞退（障害者福祉推進課） 

○ 大規模小売店舗の新設に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 急傾斜地崩壊危険区域の指定（河川砂防課） 

○ 会計管理者事務の一部委任告示の一部を改正する告示（出納総務課） 

○ 埼玉県証紙指定売りさばき人の指定の取消し（出納総務課） 

○ 県立学校ペーパーレス支援ソフト導入業務委託に関する落札者等の公示（県立学校人事

課） 

○ 県立学校事務室用ノートパソコンの賃貸借に関する落札者等の公示（県立学校人事課） 

○ 高齢者講習用動体視力計及び夜間視力計の購入に関する落札者等の公示（会計課） 

○ 高度警察情報通信基盤システム連携サーバの賃貸借に関する入札公告（会計課） 

○ 県道上尾環状線の供用の開始（北本県土整備事務所） 

○ 県道鴻巣桶川さいたま線の区域の変更（北本県土整備事務所） 

○ 県道鴻巣桶川さいたま線の供用の開始（北本県土整備事務所） 

○ ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借（ファイナンス・リース）に関する落札者等

の公示（水質管理センター） 

○ 不在者投票を行うことができる施設の異動（選挙管理委員会） 
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様式第１号の２（第１条の２関係） 
小児慢性特定疾病医療費支給申請書 

年  月  日   
  （宛先） 
       埼玉県知事 
          申請者 居  住  地 〒                  
          （注１）フ リ ガ ナ                    
              氏     名                     
              個 人 番 号                    
              電 話 番 号                    
              受診者との続柄                    

  児童福祉法第１９条の３第１項の規定により、次のとおり小児慢性特定疾病医療費の支
給を申請します。 

受 
 

診 
 

者 

小 児 慢 性 
特 定 疾 病 
受給者番号 

       
  

フ リ ガ ナ  

氏  名（注２）  

居 住 地 
（申請者と同じ場合は省略可） 

〒 

生 年 月 日      年  月  日（  歳） 

加入医療保険
等 

フ リ ガ ナ  
受 診 者 
と の 続 柄  被 保 険 者 

氏 名  

保険者名称  記 号 ・ 番 号  

小 児 慢 性  
特定疾病名（注３）  

支給開始希望 
年月日（注４）  年  月  日 

支給開始希望年月日が申請日の１か月以上前の日付となる場合は、理由を記入してください。 
 □ 医療意見書の受領に時間を要したため 
 □ 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため 
 □ 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため 
 □ その他〔                           〕 

自己負担上限月額
の特例（該当する
ものに○）（注５） 

療養負担過重患者 人工呼吸器等装着者 高額治療継続者 

所得状況を証明する書類の省略を希望する場合は、氏名を記入してください。 
 □ 自己負担上限月額の階層区分がⅥ（最高額）となることを承諾し、所得状況

等を証明する書類は提出しません。 
   （加入する医療保険が国民健康保険組合の場合は、省略できません。） 
         申請者氏名 
 □ 市町村民税が非課税の場合（非課税証明書等の提出が必要）で保護者の収入

が８０万円を超えるため、自己負担上限月額の階層区分がⅢとなることを承諾
し、各種年金・特別児童扶養手当等の証明書は提出しません。 

         申請者氏名 

申請に関する連絡先（申請者以外の場合に記入してください。） 

フリガナ  受 診 者 
と の 続 柄  

氏 名  

居 住 地 〒 電 話 番 号  

  （注１）受診者が１８歳未満の場合は保護者、１８歳以上の場合は本人が申請してください。 

  （注２）申請者本人と異なる場合に記入してください。なお、申請者本人の場合は本人と記載してください。 

  （注３）複数の疾病がある場合は全て記入してください。疾患群の異なる疾病や同じ疾患群でも治療内容の異なる疾病に 

     ついては疾病毎の医療意見書の提出が必要です。 

  （注４）支給開始日は、指定医が「疾病の状態の程度」を満たすと診断した日又は申請を受理した日の１か月前(申請でき 

     なかったやむを得ない理由がある場合は最長３か月前)の同じ日のいずれか遅い日まで遡ることができます。医療意 

     見書に記載された診断年月日等、支給開始日として適当と考えられる日を記入してください。継続申請の場合は記入 

     不要です。 

  （注５）特例に該当する場合は、併せて重症患者認定申請を行ってください。 

※他の疾病で支給を受けてい 
 る場合及び継続申請の場合 
 に記入してください。 



＜受診者と同一の公的医療保険に加入する方の情報（支給認定世帯、按分世帯の確認）＞ 

 １ 受診者本人と同一の公的医療保険（以下「健康保険」という。）に加入する方（健康保険の被保険者 

  証の記号・番号が受診者と同じ方）全員を記入してください（同居・別居は関係ありません。）。 

 ２ 受診者本人が国民健康保険（市町村発行）又は国民健康保険組合に加入している場合で、保護者が 

  後期高齢者医療制度の被保険者の場合は、健康保険が異なりますが、保護者も記入してください。 

 ３ 個人番号は受診者本人及び受診者と同一の健康保険に加入する方のうち、被保険者（２の後期高齢  

  者医療制度の被保険者を含む。）のみ記入してください。なお、当該制度において、既に提出済みの場 

  合は記入不要です。 

世 帯 員 氏 名 居住地 

（注１） 

受診者 

と の 

続 柄 

生 年 月 日 

小児慢性又は指定

難病受給者は該当

す る も の に □レ 

（申請中を含む。） 

左 記 の 

受給者番号 

１月１日時点（注２）

の居住市区町村・ 

郵便番号 
個 人 番 号 
※既に提出済みの場合は不要 

 
 本 人 年 月 日 

□指定難病 
（今回申請する小児慢性 
疾病以外の指定難病） 

 

市・区 
町・村 

 〒 

 
  年 月 日 

□小児慢性 

□指定難病 
 

市・区 

町・村 

 〒 

 
  年 月 日 

□小児慢性 

□指定難病 
 

市・区 

町・村 

 〒 

 
  年 月 日 

□小児慢性 

□指定難病 
 

市・区 

町・村 

 〒 

 
  年 月 日 

□小児慢性 

□指定難病 
 

市・区 

町・村 

 〒 

 
  年 月 日 

□小児慢性 

□指定難病 
 

市・区 

町・村 

 〒 

 
  年 月 日 

□小児慢性 

□指定難病 
 

市・区 

町・村 

 〒 

 （注１）受診者と異なる場合に記入してください。 

 （注２）新規申請：申請が１月～６月の場合は前年の１月１日時点、７月～１２月の場合は当年の１月１日時点 

     継続申請：当年の１月１日時点 

 ＜受診を希望する指定小児慢性特定疾病医療機関＞ 

  受診を希望する病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションの名称及び所在地を記入してください。 

該当する場合は□レ □ 院外薬局の利用はない  

名 称 １ ２ 

所在地   

名 称 ３ ４ 

所在地   

名 称 ５ ６ 

所在地   

名 称 ７ ８ 

所在地   

名 称 ９ 10 

所在地   

  



様式第１号の３（第１条の２関係） 

小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書 

年  月  日   

  （宛先） 

       埼玉県知事 

             申請者 居  住  地  〒               
             （注１）フ リ ガ ナ                 
                 氏     名                 
                 電 話 番 号                 
                 受診者との続柄                 

  児童福祉法第１９条の５第１項の規定により、支給認定に係る事項を次のとおり変更し
たいので申請します。 

公費負担者番号         フ リ ガ ナ  

受 給 者 番 号         受診者氏名（ 注 ２ ）  

居 住 地 
〒 

 

 

生 年 月 日  

指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関 

変 

更 

前 

名 称  

変 

更 

後
（
注
３
） 

名 称  

所 在 地  所 在 地  

名 称  名 称  

所 在 地  所 在 地  

名 称  名 称  

所 在 地  所 在 地  

自己負担上限月
額及び自己負担
上限月額に関する
事 項 

事 項  

理 由  

支給認定に係る 

小児慢性特定疾病 

名 称  

理 由  

支 給 開 始 

希望年月日（注４） 
年    月    日 

支給開始希望年月日が申請日の１か月以上前の日付となる理由 
□ 医療意見書の受領に時間を要したため 
□ 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため 
□ 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を 
 要したため 
□ その他〔                      〕 

  （注１）受診者が１８歳未満の場合は保護者、１８歳以上の場合は本人が申請してください。 

  （注２）申請者本人と異なる場合に記入してください。なお、申請者本人の場合は本人と記入してください。 

  （注３）医療機関を追加する場合には、変更後に記入してください。 

  （注４）支給開始日は、指定医が「疾病の状態の程度」を満たすと診断した日又は申請を受理した日の１か月前(申請できな 

     かったやむを得ない理由がある場合は最長３か月前)の同じ日のいずれか遅い日まで遡ることができます。医療意見 

     書に記載された診断年月日等、支給開始日として適当と考えられる日を記入してください。 

   添付書類 

    １ 医療受給者証 

    ２ 変更内容が確認できる書類 
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様式第１号（第１条関係）                        
                  （表面） 

指定難病の医療給付に係る支給認定申請書 
□新規  □更新  □転入 

年  月  日 
  （宛先） 
       埼玉県知事 
   
   個人情報等に係る同意事項 
  （裏面）に同意した上で、下 
  記のとおり支給認定を受けた 
  いので申請します。 
 
１-１ 患者に関する事項 ※現に支給認定を受けている方のみ公費負担者番号と受給者番号を記入 

公費負担者番号※  受給者番号※  

居 住 地 〒 

フリガナ  
生年月日 年  月  日 

氏 名  

電話番号  
加
入
健
康
保
険 

フ リ ガ ナ  患者との続柄  

被保険者氏名  記号・番号 
（後期高齢者医療被保険者

の場合は被保険者番号） 

 
保険者名称   

 
１-２ 保護者に関する事項（患者が１８歳未満であり、保護者が申請する場合のみ記入） 

居 住 地 
〒 □←患者と同居の場合、チェックしていた

だければ居住地の記載を省略できます。 

フ リ ガ ナ  
患者との続柄 

 

氏 名  

電話番号  

 
１-３ 送付先に関する事項（申請者の居住地以外に、医療受給者証等の書類送付を希望する場合のみ記入） 

 
居 住 地 〒 

フ リ ガ ナ  
患者との続柄  

氏 名  

電 話 番 号  

 
２ 指定難病に関する事項 

 

 

 

  

病   名 
（複数ある場合は 

全て記入） 

１   ３  

２  ４  

特 例 事 項 

（該当する場合 

のみチェック） 

□人工呼吸器等を使用している。 □軽症者特例に該当する。 

□高額難病治療継続者である。  

受診を希望する 

指定医療機関 

名 称 
 

所在地 

申請者氏名 
（患者が１８歳
未満の場合は 
保護者氏名） 

 患者

との

続柄 

 

 



（裏面） 

３ 支給認定基準世帯員（患者と同じ健康保険に加入している方）等に関する事項 

 患者と同じ健康保険に加入している方全員を枠内に記入してください。 
 指定難病・小児慢性の支給認定状況欄には、指定難病若しくは小児慢性の医療給付に係
る支給認定を受けた患者に該当する場合、又は支給認定の申請中である場合のみ〇を付け
てください。 

フ リ ガ ナ 
生 年 月 日 

患者と

の続柄 

指定難病・小児慢性の 
支給認定状況 

(〇を付けた場合は右欄も記入) 

受給者番号 
(申請中の場合は 

「申請中」と記入） 氏 名 

患者本人  本人 小児慢性  

 
 年  月  日  指定難病・小児慢性  

 

 
年  月  日  指定難病・小児慢性  

 

 
年  月  日  指定難病・小児慢性  

 

 
年  月  日  指定難病・小児慢性  

 
※自己負担上限月額が最高額になることを申請者が承諾する場合は、課税証明書等の添付を省略することがで
きます。ただし、被用者保険に加入し、かつ被保険者の市町村民税が非課税の方及び国民健康保険組合に加入

している方は省略できません。 

自己負担上限月額が最高額になることを承諾し、市町村民税（所得割）額等を証明

する書類は提出しません。              申請者氏名           

４ 指定難病医療給付の開始時期に関する事項（新規で申請される方のみ記入） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

５ 個人情報等に係る同意事項 

 

 

 

 

 

 

６ 臨床調査個人票の研究利用に関する事項 

 （臨床調査個人票を併せて提出する場合はチェックをしてください。） 
 私は、提出した臨床調査個人票が、指定難病に係る研究等のための基礎資料に利
用されることについて、厚生労働大臣に対して 

□同意する □同意しない 

※詳細については、別紙「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明」を参照してください。 

 

 

医療費助成の開始日として希望する年月日 

     年   月   日 

上記で希望する日が申請日から 1 か月以上前となっている理由 
（希望する日が申請日から 1か月以上前となっている場合は、必ず下記にチェックをしてください。) 

 □ 臨床調査個人票の受領に時間を要したため 
 □ 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため 
 □ 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため 
 □ その他（                            ） 
※申請日からの遡りの期間は、診断日までとし、原則として１か月以内とします。ただし、診

断日から１か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは最長３

か月まで延長できます。 

本申請（申請書、診断書その他の添付書類）に基づく個人情報及び調査結果等を 
１．他の都道府県又は指定都市に転居する場合に転居先の都道府県又は指定都市に引き継ぐこと 

２．国、埼玉県及び埼玉県内の市町村が難病対策に関する目的に使用すること 

３．国、地方公共団体、保険者等の関係機関に医療給付に関する事項の照会を行い回答を得ること 
に同意します。 

※本申請により得られた個人情報等は、上記同意事項及び支給認定に関する目的以外に使用しません。 



別紙 

個 人 番 号 記 載 票 

                                年  月  日 

患 者 

フ リ ガ ナ        

生年月日  
氏 名        

住 所             

個 人 番 号 
（マイナンバー） 

            

保 護 者 
（患者が１８歳 

未 満 の 場 合 

の み 記 入 ） 

フ リ ガ ナ        

生年月日  
氏 名        

住 所             

個 人 番 号 
（マイナンバー） 

            

受給者番号         

 

一 

人 

目 

フ リ ガ ナ        

生年月日  
氏 名        

住 所             

個 人 番 号 
（マイナンバー） 

            

二 

人 

目 

フ リ ガ ナ        

生年月日  
氏 名        

住 所             

個 人 番 号 
（マイナンバー） 

            

三 

人 

目 

フ リ ガ ナ        

生年月日  
氏 名        

住 所             

個 人 番 号 
（マイナンバー） 

            

備考 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか、又は別葉に記載した書類

を添付してください。 

 

  

支
給
認
定
基
準
世
帯
員
（
患
者
と
同
じ
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
） 



様式第２号（第１条関係） 

（表面） 

支給認定に係る事項の変更申請書 
 年  月  日   

  （宛先） 
       埼玉県知事  
 
 

 支給認定に係る事項を下記のと 
おり変更したいので申請します。 

 
 
１-１ 交付を受けた医療受給者証に記載されている事項（必ず記入してください。） 
 

公費負担者番号  受 給 者 番 号  

患 者 氏 名  患 者 居 住 地  

１-２ 保護者に関する事項（患者が１８歳未満であり、保護者が申請する場合のみ記入） 

保 護 者 氏 名  保護者居住地  

□←患者と同居の場合、チェックしていただければ居住地の記載を省略できます。 

２ 変更を申請する指定医療機関 

名称・ 
所在地 

 

３ 変更を申請する自己負担上限月額及び自己負担上限月額に関する事項 

自己負担上限

月額及び自己

負担上限月額

に関する事項 

（該当するも

のに○） 

 
人工呼吸器等装着者としての認定を希望する。 

（〇を付けた場合は、「６ 臨床調査個人票の研究利用に関する事項」

を必ず御確認ください。） 

 高額難病治療継続者（高額かつ長期）としての認定を希望する。 

 生活保護の受給を開始した。 

 
医療費算定対象世帯員（患者と同じ健康保険に加入している者）が指

定難病又は小児慢性特定疾病に係る支給認定を新たに受けた（申請を

行った）。 

 その他（                    ） 

４ 変更を申請する指定難病に関する事項（疾患変更・疾患追加のどちらかに〇を付けてください。） 

疾患変更 指定難病 
の 名 称 

 
疾患追加 

 

 

 

 

 

申請者名 

（患者が１８歳未満

の場合は保護者名） 

 
患者と

の続柄 

 

電 話 番 号  

 



（裏面） 

５ 指定難病医療給付の開始時期に関する事項（疾患変更・疾患追加で申請される方のみ記入） 

 

 

 

 

 

 

６ 臨床調査個人票の研究利用に関する事項 

 （臨床調査個人票を併せて提出する場合はチェックをしてください。） 
 

 私は、提出した臨床調査個人票が、指定難病に係る研究等のための基礎資料に利
用されることについて、厚生労働大臣に対して 

□同意する □同意しない 

※詳細については、別紙「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明」を参照してください。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

医療費助成の開始日として希望する年月日 

     年   月   日 

上記で希望する日が申請日から 1 か月以上前となっている理由 
（希望する日が申請日から 1 か月以上前となっている場合は、必ず下記にチェックをしてくださ

い。) 

 □ 臨床調査個人票の受領に時間を要したため 
 □ 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため 
 □ 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため 
 □ その他（                            ） 
※申請日からの遡りの期間は、診断日までとし、原則として１か月以内とします。ただし、診

断日から１か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは最長３

か月まで延長できます。 



附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に
定

め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



規

則 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
三
十
一
条
た
だ
し
書
及
び
第
三
十
五
条
た
だ
し
書
中
「
、
違
約
金
そ
の
他
」
を
「
及
び
違
約

金
（
あ
ら
か
じ
め
調
定
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
」
に
改
め
、
「
行
う
も
の
」
の
下
に
「
及

び
第
三
十
九
条
の
二
の
納
付
書
兼
領
収
書
に
よ
る
納
付
を
受
け
た
後
に
調
定
を
行
う
も
の
」
を
加

え
る
。 

 

第
三
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
納
付
書
兼
領
収
書
に
よ
る
歳
入
の
納
付
） 

第
三
十
九
条
の
二 

歳
入
徴
収
権
者
は
、
政
令
第
百
五
十
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

納
入
の
通
知
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
納
付
書
兼
領
収
書
に

よ
り
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
十
条
第
一
項
中
「
納
入
通
知
書
兼
領
収
書
」
の
下
に
「
、
納
付
書
兼
領
収
書
」
を
加
え
る
。 

 

別
記
の
表
二
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

様
式
第
二
十
三
号
（
七
）
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。 

 

２
３
の
２

 
納
付
書
兼
領
収
書
、
納
付
書
、
収
納
済
通
知
書

 
３
９
の
２

,
１
２
５

 

 



様式第２３号の２（１）（第３９条の２、第１２５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２３号の２（２）（第３９条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２３号の２（３）（第１２５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
及
び
埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
及
び
埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 

る
規
則 

 

（
埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
） 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
種
文
書
等
（
保
存
期
間
が
十
年
の
文
書
等
）
の
項
中
十
二
を
十
三
と
し
、
十
一
の 

 

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
） 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
種
文
書
等
（
保
存
期
間
が
十
年
の
文
書
等
）
の
項
中
九
を
十
と
し
、
八
の
次
に
次 

 

の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
1
2
 
埼
玉
県
財
務
規
則
第

2
3
5
条
の
規
定
に
よ
り

1
0
年
間
保
存
す
る
も
の
と
し
て
会
計

 

 
 
管
理
者
が
定
め
る
も
の

 

 
９

 
埼
玉
県
財
務
規
則
第

2
3
5
条
の
規
定
に
よ
り

1
0
年
間
保
存
す
る
も
の
と
し
て
会
計

 

 
 
管
理
者
が
定
め
る
も
の

 



 

 

 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
四
号 

 
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一

項
及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

試
験
種
目 

 
 

第
五
回
自
衛
官
候
補
生
試
験 

二 

応
募
資
格 

 

イ 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有

 
 

す
る
者
。
た
だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日
現
在
三
十
三
歳
に

 
 

達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。 

 

ロ 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る 

 
 

者
に
該
当
し
な
い
も
の 

三 

応
募
者
の
受
付 

 

イ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合 

 
 

 

自
衛
官
募
集
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
g
s
d
f
/
j
i
e
i
k
a
n
b
o
s
y
u
/

）
に

お
い
て
受
け
付
け
る
。 

 

ロ 

郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
場
合 

 
 

 

各
市
役
所
、
各
町
村
役
場
並
び
に
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
及
び
各
地
域
事
務
所
に
お

 
 

い
て
受
け
付
け
る
。 

四 

募
集
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
日
（
火
）
か
ら
令
和
五
年
十
月
二
十
五
日
（
水
）
ま
で 

五 

試
験
科
目 

 

イ 

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
地
理
歴
史
、
公
民
及
び
作
文
） 

 

ロ 

口
述
試
験 

 

ハ 

適
性
検
査 

 

ニ 

身
体
検
査 

 

ホ 

経
歴
評
定 

六 

試
験
期
日 

 

イ 

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
（
Ｗ
ｅ
ｂ
試
験
方
式
） 

 
 

 

令
和
五
年
十
一
月
二
日
（
木
）
か
ら
同
月
三
日
（
金
）
ま
で
の
間
の
任
意
の
日 

 

ロ 

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査 

 
 

 

令
和
五
年
十
一
月
十
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
日
）
ま
で
の
間
の
一
日 



七 

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
（
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査
） 

 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
一
丁
目
四
十
番
地
七 

 
 

 

陸
上
自
衛
隊
大
宮
駐
屯
地 

 

ロ 
埼
玉
県
熊
谷
市
拾
六
間
八
三
九 

 
 

 

航
空
自
衛
隊
熊
谷
基
地 

八 

採
用
予
定
時
期 

 
 

令
和
六
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
の
う
ち
指
定
す
る
日 

九 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
及
び
各
地
域
事
務
所
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
四
丁
目
十
一
番
十
五
号
浦
和
地
方
合
同
庁
舎
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
八
三
一
―
六
〇
四
三
） 

 
 

 

（
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジh

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
s
a
i
t
a
m
a
/

） 

 
 

 

（
電
子
メ
ー
ル

h
q
1
-
s
a
i
t
a
m
a
@
p
c
o
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p

） 

 

ロ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
二
丁
目
三
百
七
十
六
番
地
Ｍ
Ｓ
―
１
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
さ
い
た
ま
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
六
五
一
―
二
四
二
〇
） 

 

ハ 

埼
玉
県
所
沢
市
西
所
沢
一
丁
目
九
番
十
九
号
鹿
島
屋
ビ
ル
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
入
間
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
―
二
九
二
三
―
四
六
九
一
） 

 

ニ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
朝
霞
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
四
六
六
―
四
四
三
五
） 

 

ホ 

埼
玉
県
熊
谷
市
筑
波
二
丁
目
九
十
八
番
地
駅
前
パ
ー
ル
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
五
二
二
―
四
八
五
五
） 

 

ヘ 

埼
玉
県
秩
父
市
大
野
原
四
百
九
十
一
番
地
一
関
東
森
林
管
理
局
埼
玉
森
林
管
理
事
務
所
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
秩
父
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
九
四
―
二
二
―
六
一
五
七
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
五
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（東部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和５年９月14日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社わせだ 埼玉県三郷市大広戸822番地３ 

５ 落札金額 

8,420,676円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和５年７月25日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（南部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和５年９月14日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社トネガワ 埼玉県さいたま市岩槻区仲町１丁目13番16号 

５ 落札金額 

17,911,762円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和５年７月25日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
七
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（西部・北部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和５年９月14日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社雄飛堂 埼玉県さいたま市大宮区東町１丁目54番地 

５ 落札金額 

11,234,520円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和５年７月25日 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
八
号 

 
戸
田
市
か
ら
戸
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

あ
ら
お
フ
ァ
ミ
リ
ー

ク
リ
ニ
ッ
ク 

宮
本
眼
科
医
院 

平
沢
眼
科 

医
療
法
人
社
団
東
光

会 

戸
田
中
央
病
理

診
断
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

お
お
こ
し
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
愛
友

会 

伊
奈
病
院 

名 
 

称 

荒
尾 

正
人 

医
療
法
人
宮
本
眼

科
医
院 

平
沢 

学 

医
療
法
人
社
団
東

光
会 

大
越 

亮 

医
療
法
人
社
団
愛

友
会 開 

設 

者 

名 

鶴
ヶ
島
市
脚
折
町
五
―
七
―
五 

加
須
市
本
町
二
―
二
九 

志
木
市
本
町
四
―
三
―
一
七 

戸
田
市
本
町
一
―
一
四
―
一 

三
階 

草
加
市
草
加
四
―
一
―
九
ル
ピ
ナ

ス
草
加

二
〇
五 

北
足
立
郡
伊
奈
町
小
室
五
〇
一

四
―
一 

所 
 

在 
 

地 

令
和
五
年
九
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

十
三
日 

令
和
五
年
九
月

一
日 

令
和
五
年
二
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

六
日 

指

定

年

月

日

 



訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

オ
ー
ル 

ヴ
ェ
ル
ペ
ン
花
み
ず

木
薬
局 

ふ
れ
あ
い
薬
局 

げ
ん
き
童
薬
局 

ど
れ
み
薬
局 

け
や
き
薬
局 

コ
ス
モ
ス
薬
局 

ひ
ま
わ
り
薬
局 

所

沢 Ｉ
Ｓ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク
新
三
郷 

医
療
法
人
社
団
平
沼

歯
科
医
院 

社
会
福
祉
法
人
忠
黎

会 

鶴
ヶ
島
ほ
っ
こ

り
村
診
療
所 

合
同
会
社
オ
ー
ル 

株
式
会
社
ヴ
ェ
ル

ペ
ン
フ
ァ
ル
マ 

株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 株
式
会
社
グ
リ
ー

ン
エ
イ
ト 

医
療
法
人
社
団
祥

世
会 

医
療
法
人
社
団
平

沼
歯
科
医
院 

社
会
福
祉
法
人
忠

黎
会 

戸
田
市
下
戸
田
一
―
七
―
一
六
ダ

イ
ヤ
メ
ゾ
ン
戸
田
公
園
三
〇
五
号

室 坂
戸
市
に
っ
さ
い
花
み
ず
木
三
―

一
二
―
一
四 

桶
川
市
倉
田
二
五
四
―
六 

深
谷
市
上
野
台
二
四
五
六
―
八 

本
庄
市
西
富
田
三
二
七
―
三 

熊
谷
市
上
之
一
五
五
七
―
一 

熊
谷
市
本
石
二
―
二
五
四 

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
六
―
二
八
三

八
―
三
ル
ー
ク
ス
ク
エ
ア
一
階 

三
郷
市
釆
女
一
―
二
〇
五
―
三 

秩
父
市
上
町
一
―
六
―
二 

鶴
ヶ
島
市
高
倉
七
七
三
―
一 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
七
月

十
五
日 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

三
日 

令
和
五
年
七
月

一
日 

令
和
五
年
九
月

一
日 



  

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

ト
ー
タ
ル
ケ

ア
ふ
じ
み
野 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
い
つ
き
所
沢 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ア
ル
ゴ
朝
霞 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
い
つ
き
鴻
巣 

桶
川
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

Ｔ
＆
Ｍ
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

エ
イ
ビ
ー
訪
問
看
護

リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

株
式
会
社
マ
マ
ン 

株
式
会
社
ハ
ー
ト

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ 

医
療
法
人
五
麟
会 

株
式
会
社
ハ
ー
ト

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ 

合
同
会
社
Ｍ
ａ
ｌ

ａ
ｍ
ａ 

合
同
会
社
Ｔ
＆
Ｍ 

株
式
会
社
Ａ
Ｂ
Ｙ 

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
一
―
一
四
―

五
〇
リ
カ
ル
ド
ビ
ル
三
Ｆ 

所
沢
市
小
手
指
町
四
―
一
七
―
四

八
光
ビ
ル
一
階
Ｂ
号
室 

朝
霞
市
本
町
一
―
三
四
―
一
ボ
ン

ビ
ラ
ー
ジ
ュ
三
〇
五
号
室 

鴻
巣
市
小
松
四
―
一
―
三
一
フ
ォ

ア
ハ
ウ
ス
一
〇
一 

桶
川
市
若
宮
二
―
三
四
―
一
中
央

グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
一
〇
一
号
室 

東
松
山
市
新
宿
町
二
二
―
一
六
ハ

イ
ツ
扇
一
〇
一 

入
間
市
上
藤
沢
三
五
―
七
サ
イ
レ

ン
ト
東
野
Ｂ
一
〇
一 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
九
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
七
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

令
和
五
年
九
月

一
日 



二 

指
定
施
術
機
関 

  

島
田 

瑞
喜 

神
田 

奈
保 

久
保
田 

勝
弘 

片
桐 

み
な
み 

真
木 

裕 

久
保
島 

一
誠 

氏 
 

名 

         

住 

所 

ベ
ス
ト
治
療
院 

は
り
・
き
ゅ
う
・

マ
ッ
サ
ー
ジ 

み

な
が
和 

や
ま
ち
ゃ
ん
治
療

院 Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
東

武
練
馬
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
川

越
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
入

間
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
さ

い
た
ま
緑
区
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

流
山
江
戸
川
台
駅

東
口
鍼
灸
接
骨
院 

長
原
環
七
通
り
接

骨
院 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

上
尾
市
原
市
一
四
二
五
―

四
四 

さ
い
た
ま
市
緑
区
東
浦
和

三
―
一
三
―
二
五
大
山
ビ

ル
一
〇
三 

北
本
市
本
宿
一
―
三
七
―

三 東
京
都
板
橋
区
徳
丸
一
―

九
―
一
七
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ａ
―
Ｎ
Ａ

Ｓ
Ｕ
二
〇
五
号
室 

川
越
市
霞
ケ
関
北
二
―
六

―
一
―
一
〇
三 

入
間
市
東
藤
沢
四
―
一
六

―
一
二
―
二
〇
二 

さ
い
た
ま
市
緑
区
中
尾
三

四
三
―
一
―
二
〇
一 

千
葉
県
流
山
市
江
戸
川
台

東
一
―
三 

東
京
都
大
田
区
上
池
台
一

―
五
―
一
六 

所 

在 

地 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
七
月

一
日 

令
和
五
年
九
月

一
日 

令
和
五
年
九
月

一
日 

令
和
五
年
七
月

二
十
日 

令
和
五
年
八
月

四
日 

指

定

年

月

日 



 

小
里 

雄
一 

岩
崎 

賢
三 

橋
本 

直
樹 

     

ア
ル
ク
治
療
院 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ

ッ
サ
ー
ジ
上
尾
施

術
所 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
川

越
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
入

間
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
さ

い
た
ま
緑
区
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

富
士
見
市
鶴
馬
一
―
一
七

―
二
三 

上
尾
市
浅
間
台
四
―
二
三

―
一
〇
ア
ヴ
ァ
ン
セ
上
尾

二
〇
六 

川
越
市
霞
ケ
関
北
二
―
六

―
一
―
一
〇
三 

入
間
市
東
藤
沢
四
―
一
六

―
一
二
―
二
〇
二 

さ
い
た
ま
市
緑
区
中
尾
三

四
三
―
一
―
二
〇
一 

令
和
五
年
九
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

一
日 

令
和
五
年
八
月

十
七
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

柳
島
フ
ァ
ミ
リ
ー

ク
リ
ニ
ッ
ク 

名

称 

名

称 

変

更

事

項 

柳
島
ク
リ
ニ
ッ
ク 

変

更

前 

柳
島
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ

ッ
ク 

変

更

後 

池
上 

颯 

氏

名 

施
術
所 

変

更

事

項 

所
在
地 

深
谷
市
東
大
沼
一
四

三
―
一
ダ
イ
ア
パ
レ
ス

深
谷
第
二
―
一
〇
五 

変

更

前 

熊
谷
市
石
原
八
〇
四

―
一
三
サ
ン
ラ
イ
ズ
石

原
一
〇
二
号 

変

更

後 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
一
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
医
療
機
関 

高
沢
医
院 

宮
本
眼
科
医
院 

眼
科
龍
雲
堂
医
院 

は
ん
だ
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 医
療
法
人
社
団
白
報
会 

そ
う
か
在
宅
診
療
所 

お
お
た
泌
尿
器
科
・
内

科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
愛
友
会 

伊
奈
病
院 名 

称 

鶴
ヶ
島
市
脚
折
町
六
―
一
八
―
七 

加
須
市
元
町
九
―
四 

志
木
市
本
町
四
―
三
―
一
七 

志
木
市
本
町
六
―
一
八
―
五 

一
Ｆ 

草
加
市
栄
町
三
―
一
―
一
四
―
三 

草
加
市
草
加
四
―
一
―
九
ル
ピ
ナ
ス
草
加

 

二
〇
五 

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
九
四
一
九 

所 
在 

地 

令
和
五
年
七
月
二
十

日 令
和
五
年
八
月
十
二

日 令
和
五
年
七
月
二
十

九
日 

令
和
五
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
八
月
六
日 

廃
止
年
月
日 



     

ス
ギ
薬
局 

坂
戸
千
代

田
店 

ヴ
ェ
ル
ペ
ン
花
み
ず
木

薬
局 

ふ
れ
あ
い
薬
局 

げ
ん
き
童
薬
局 

ど
れ
み
薬
局 

け
や
き
薬
局 

コ
ス
モ
ス
薬
局 

ス
ギ
薬
局 

行
田
門
井

店 ひ
ま
わ
り
薬
局 

所
沢 

つ
ば
さ
薬
局 

坂
戸
市
千
代
田
二
―
六
―
七
〇 

ヤ
オ
コ
ー

坂
戸
千
代
田
店
一
階 

坂
戸
市
に
っ
さ
い
花
み
ず
木
三
―
一
五
―
二 

桶
川
市
倉
田
西
窪
台
二
五
四
―
六 

深
谷
市
上
野
台
二
四
五
六
―
八 

本
庄
市
西
富
田
三
二
七
―
三 

熊
谷
市
上
之
一
五
五
七
―
一 

熊
谷
市
本
石
二
―
二
五
四 

行
田
市
門
井
町
二
―
三
―
一
五 

所
沢
市
北
野
新
町
二
―
一
九
―
一
一 

所
沢
市
小
手
指
元
町
二
―
二
九
―
一
一 

令
和
五
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
七
月
十
五

日 令
和
五
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
七
月
三
十

一
日 



二 

指
定
施
術
機
関 

 

渡
邉 

将
志 

氏 
 

名 

 住
所 

株
式
会
社
ベ
ス
ト 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

鴻
巣
市
鎌
塚
一
八
一
六

―
三 

所 

在 

地 

令
和
五
年
八
月
十
八

日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

タ
ケ
ノ
コ
歯
科
・
矯
正

歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

こ
と
ぶ
き
歯
科
医
院 

名 
 

称 

草
加
市
青
柳
七
―
二
〇
―
一
〇 

北
足
立
郡
伊
奈
町
寿
二
―
一
四
三
―

二 

所 
 

在 
 

地 

令
和
五
年
十
一
月
三
十
日 

令
和
五
年
九
月
三
十
日 

辞

退

年

月

日

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
三
号 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

双
葉
薬
局 

名

称 

坂
戸
市
薬
師
町
一
一
―

四 所

在

地 

令
和
五
年
七
月
一
日 

休

止

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し 

て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

黒
沢
薬
局 

加
美

町
店 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
み
ず
ほ
台 

名
称 

鴻
巣
市
加
美
一

―
三
―
五 

富
士
見
市
東
み

ず
ほ
台
三
―
二

一 

所
在
地 

株
式
会
社
黒
沢

薬
局 

社
会
福
祉
法
人 

富
士
見
市
社
会

福
祉
協
議
会 

開
設
者
名 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

介
護
予
防
認
知

症
対
応
型
通
所

介
護 

認
知
症
対
応
型

通
所
介
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
五
年
六
月
一

日 令
和
五
年
四
月
一

日 

指
定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

日
生
薬
局 

和
光
店 

は
ま
な
す
薬
局 

名
称 

事
業
所
所

在
地 

事
業
所
名

称 変
更
事
項 

和
光
市
新
倉
二

―
五
―
四
九
日

生
オ
ア
シ
ス
和

光
一
階 

メ
デ
ィ
ス
ン
シ

ョ
ッ
プ
は
ま
な

す
薬
局 

 

変
更
前 

和
光
市
新
倉
二

―
五
―
四
九
ミ

ア
ヘ
ル
サ
オ
ア

シ
ス
和
光
一
階 

は
ま
な
す
薬
局 

 
変
更
後 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 
介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

                     

 

さ
く
ら
記
念
病
院 

高
沢
医
院 名

称 

富
士
見
市
水
谷
東

一
―
二
八
―
一 

鶴
ケ
島
市
脚
折
町

六
―
一
八
―
七 

所
在
地 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

平
成
二
十
九
年
十
二

月
三
十
一
日 

令
和
五
年
七
月
二
十

日 

廃
止
年
月
日 



     

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
み
ず
ほ
台 

い
ち
ょ
う
の
木 

医
療
法
人
社
団
康
寧

会 
立
川
歯
科 

富
士
見
市
東
み
ず

ほ
台
三
―
二
一 

白
岡
市
上
野
田
五

五
―
四 

戸
田
市
本
町
二
―

一
六
―
一
〇 

一

Ｆ 

通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指

導 

平
成
十
八
年
四
月
五

日 平
成
二
十
八
年
九
月

三
十
日 

令
和
五
年
五
月
三
十

一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援

法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五

十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援

法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）

か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

タ
ケ
ノ
コ
歯
科
・
矯

正
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名
称 

草
加
市
青
柳
七
―
二

〇
―
一
〇 

所
在
地 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
五
年
十
一
月
三

十
日 辞

退
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
八
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十

九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 



石
丸 

純
子 

飯
塚 

正
之 

井
上 

亮 

藤 

博 

河
野 

雄
亮 

河
越 

龍
方 

福
島 

宣
明 

医
師
の
氏
名 

聴
覚
障
害
、
平
衡
機
能

障
害
、
音
声
・
言
語
機

能
障
害
、
そ
し
ゃ
く
機

能
障
害 

音
声
・
言
語
機
能
障

害
、
肢
体
不
自
由 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

肢
体
不
自
由 

指
定
障
害
区
分 

耳
鼻
咽
喉
科 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
科 

眼
科 

眼
科 

眼
科 

眼
科 

整
形
外
科 

診
療
科
名 

国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院 

埼
玉
み
さ
と
総
合
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
院 

医

療

法

人

社

団

豊

栄

会 

さ
だ
ま
つ
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

齋
藤
眼
科
医
院 

北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン

タ
ー 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医

療

法

人

財

団

明

理

会 

春
日
部
中
央
総
合
病
院 

医
療
機
関
の
名
称 

所
沢
市
並
木
四
―
一 

三
郷
市
新
和
五
―
二
百
七 

春
日
部
市
谷
原
新
田
二
千

二
百
十
三
―
一 

狭
山
市
入
間
川
一
―
六
―

三 北
本
市
荒
井
六
―
百 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本

郷
三
十
八 

春
日
部
市
緑
町
五
―
九
―

四 

医
療
機
関
の
所
在
地 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
七
月
十
一
日 

指
定
年
月
日 

 



石
川 

剛
久 

藤
村 

陽
都 

村
岡 

香
織 

山
岸 

宏
江 

梶 

兼
太
郎 

平
衡
機
能
障
害
、
音

声
・
言
語
機
能
障
害
、

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
、

肢
体
不
自
由 

音
声
・
言
語
機
能
障

害
、
そ
し
ゃ
く
機
能
障

害
、
肢
体
不
自
由 

平
衡
機
能
障
害
、
音

声
・
言
語
機
能
障
害
、

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
、

肢
体
不
自
由
、
呼
吸
器

機
能
障
害 

音
声
・
言
語
機
能
障

害
、
そ
し
ゃ
く
機
能
障

害
、
肢
体
不
自
由 

音
声
・
言
語
機
能
障

害
、
そ
し
ゃ
く
機
能
障

害
、
肢
体
不
自
由 

神
経
内
科 

脳
神
経
外
科 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
科 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
科 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
科 

医
療
法
人
社
団
博
翔
会
桃

泉
園
北
本
病
院 

社
会
医
療
法
人
社
団
埼
玉

巨
樹
の
会
新
久
喜
総
合
病

院 独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
埼
玉
病
院 

医
療
法
人
蒼
龍
会
武
蔵
嵐

山
病
院 

国
立
病
院
機
構
東
埼
玉
病

院 

北
本
市
深
井
三
―
七
十
五 

久
喜
市
上
早
見
四
百
十
八

―
一 

和
光
市
諏
訪
二
―
一 

東
松
山
市
上
唐
子
千
三
百

十
二
―
一 

蓮
田
市
黒
浜
四
千
百
四
十

七 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 



西
谷 

春
彦 

瀬
尾 

和
秀 

寺
山 

恭
史 

川
久
保 

歩 

近
藤 

惇
一 

家
田 

友
樹 

黒
岩 

俊
彦 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

平
衡
機
能
障
害
、
音

声
・
言
語
機
能
障
害
、

肢
体
不
自
由 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
科 

脳
神
経
内
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

膠
原
病
・
感
染
内

科 整
形
外
科 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
科 

埼
玉
み
さ
と
総
合
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
法
人
顕
正
会
蓮
田
病

院 北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン

タ
ー 

北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン

タ
ー 

家
田
整
形
外
科
皮
膚
科
ク

リ
ニ
ッ
ク 

明
生
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

病
院 

三
郷
市
新
和
五
―
二
百
七 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本

郷
三
十
八 

蓮
田
市
根
金
千
六
百
六
十

二
―
一 

北
本
市
荒
井
六
―
百 

北
本
市
荒
井
六
―
百 

富
士
見
市
鶴
瀬
東
一
―
十

―
四 

所
沢
市
東
狭
山
ヶ
丘
四
―

二
千
六
百
八
十
一
―
二 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 



渡

 

文
絵 

鈴
木 

聡 

関 

雅
之 

荒
尾 

正
人 

松
井 

太
郎 

溝
井 

令
一 

根
岸 

弘 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由
、
呼
吸
器

機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

内
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

小
児
科
、
内
科
、
皮

膚
科 

脳
神
経
内
科 

脳
神
経
内
科 

脳
神
経
外
科 

医
療
法
人
啓
仁
会
所
沢
ロ

イ
ヤ
ル
病
院 

草
加
市
立
病
院 

医
療
法
人
社
団
昭
明
会
吉

川
整
形
外
科 

あ
ら
お
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ

ッ
ク 

防
衛
医
科
大
学
校
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
埼
玉
病
院 

所
沢
市
北
野
三
―
一
―
十

一 草
加
市
草
加
二
―
二
十
一

―
一 

吉
川
市
中
央
一
―
十
五
―

二
十 

鶴
ヶ
島
市
脚
折
町
五
―
七

―
五 

所
沢
市
並
木
三
―
二 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本

郷
三
十
八 

和
光
市
諏
訪
二
―
一 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 



秦 

美
沙 

湊 

さ
お
り 

藤 

克
己 

堀 

輔 

飯
田 

維
人 

大
西 

哲 

高
野 

仁
司 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

腎
臓
内
科 

腎
臓
内
科 

循
環
器
内
科 

循
環
器
内
科 

循
環
器
内
科 

循
環
器
科 

循
環
器
内
科 

草
加
市
立
病
院 

埼
友
草
加
病
院 

社
会
医
療
法
人
財
団
石
心

会
さ
や
ま
総
合
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会 

Ｔ
Ｍ
Ｇ
あ
さ
か
医
療
セ
ン
タ

ー 医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会 

Ｔ
Ｍ
Ｇ
あ
さ
か
医
療
セ
ン
タ

ー 社
会
医
療
法
人
財
団
石
心

会
さ
や
ま
総
合
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
蒼
龍
会
武
蔵
嵐

山
病
院 

草
加
市
草
加
二
―
二
十
一

―
一 

草
加
市
松
原
一
―
七
―
二

十
二 

狭
山
市
入
間
川
四
―
十
五

―
二
十
五 

朝
霞
市
溝
沼
千
三
百
四
十

―
一 

朝
霞
市
溝
沼
千
三
百
四
十

―
一 

狭
山
市
入
間
川
四
―
十
五

―
二
十
五 

東
松
山
市
上
唐
子
千
三
百

十
二
―
一 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 



山
寺 

勝
人 

田
畑 

龍
治 

小
林 

裕
章 

瀬
戸
口 

靖
弘 

寺
田 

央
巳 

八
木
澤 

隆
史 

山
本 
亮 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害
、
ぼ

う
こ
う
又
は
直
腸
機
能

障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

外
科 

泌
尿
器
科 

泌
尿
器
科 

呼
吸
器
内
科 

泌
尿
器
科 

泌
尿
器
科 

腎
臓
内
科 

防
衛
医
科
大
学
校
病
院 

医
療
法
人
社
団
愛
友
会
上

尾
中
央
総
合
病
院 

防
衛
医
科
大
学
校
病
院 

医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会 

Ｔ
Ｍ
Ｇ
あ
さ
か
医
療
セ
ン
タ

ー 医
療
法
人
麻
葉
会
あ
け
と
ク

リ
ニ
ッ
ク 

戸
田
中
央
総
合
病
院 

熊
谷
総
合
病
院 

所
沢
市
並
木
三
―
二 

上
尾
市
柏
座
一
―
十
―
十 

所
沢
市
並
木
三
―
二 

朝
霞
市
溝
沼
千
三
百
四
十

―
一 

熊
谷
市
川
原
明
戸
五
百
六

十
九 

戸
田
市
本
町
一
―
十
九
―

三 熊
谷
市
中
西
四
―
五
―
一 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 



  

馬
場 

裕
信 

萩
原 

奏 

吉
永 

敦
史 

米
谷 

重
俊 

栗
田 

淳 

  

小
腸
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

  

外
科 

泌
尿
器
科 

泌
尿
器
科 

泌
尿
器
科 

外
科 

 
 

 

草
加
市
立
病
院 

み
さ
と
健
和
病
院 

草
加
市
立
病
院 

医

療

法

人

財

団

明

理

会 

イ
ム
ス
富
士
見
総
合
病
院 

あ
げ
お
本
町
ク
リ
ニ
ッ
ク 

  

草
加
市
草
加
二
―
二
十
一

―
一 

三
郷
市
鷹
野
四
―
四
百
九

十
四
―
一 

草
加
市
草
加
二
―
二
十
一

―
一 

富
士
見
市
鶴
馬
千
九
百
六

十
七
―
一 

上
尾
市
本
町
六
―
十
二
―

三
十
三 

  

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
九
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第

三
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



 

岡
本 

寧
一 

大
竹 

裕
志 

桂
田 

純
二
郎 

小
林 

文 

医
師
の
氏
名 

視
覚
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障

害 じ
ん
臓
機
能
障
害 

指
定
障
害
区
分 

医
療
法
人
春
水
会
さ
く
ら
眼
科
・
内
科 

医
療
法
人
社
団
愛
友
会
上
尾
中
央
総
合
病

院 医
療
法
人
俊
仁
会
埼
玉
よ
り
い
病
院 

医
療
法
人
社
団
鴻
愛
会
こ
う
の
す
共
生
病

院 

医
療
機
関
の
名
称 

所
沢
市
け
や
き
台
一
―
八
―

二 上
尾
市
柏
座
一
―
十
―
十 

大
里
郡
寄
居
町
用
土
三
百
九

十
五 

鴻
巣
市
上
谷
二
千
七
十
三
―

一 

医
療
機
関
の
所
在
地 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

令
和
五
年
六
月
二
十
日 

令
和
五
年
六
月
二
日 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

辞
退
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
白
岡
上
野
田
店 

 
 

 

埼
玉
県
白
岡
市
上
野
田
字
南
下
原
千
三
百
五
十
九
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ア
イ
サ
ワ
興
産 

代
表
取
締
役 

逢
澤
寛
人 

 
 

 
 

東
京
都
港
区
南
青
山
五
丁
目
九
番
十
二
号
―
六
百
三 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
一
誠 

 
 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

二
千
七
百
三
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
一
八
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
○
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

八
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
零
時
ま
で 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
九
月
二
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
二
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
二
十
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
一
号 

 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。 

 

な
お
、
関
係
図
書
は
、
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

寺
の
上
地
区 

 
 

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
二
十
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標 

 

 

柱
二
十
六
号
と
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域 

十
四 

十
三 

十
二 

十
一 

十 九 八 七 六 五 四 三 二 一 

標
柱
番
号 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 
 

同 同 同 同 和
光
市 

市 

町 

村 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 白
子
三
丁
目 

 

大 
 

字 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

字 

七
二
六
番
三 

七
二
六
番
三 

七
二
六
番
二
二
地
先 

七
二
六
番
二
一 

七
二
六
番
二
一 

七
二
六
番
二
一 

七
二
七
番
一
一 

七
二
六
番
一
六 

 

七
二
六
番
九 

 

七
二
六
番
一
〇 

 

七
二
六
番
一
〇 

 
七
二
六
番
一
一 

 

七
三
二
番
二 

 

七
三
二
番
二 

地 
 

 
 

 

番 



  

二
十
六 

二
十
五 

二
十
四 

二
十
三 

二
十
二 

二
十
一 

二
十 

十
九 

十
八 

十
七 

十
六 

十
五 

同 同 同 同 同 同 同 
 

同 同 同 同 和
光
市 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 白
子
三
丁
目 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
二
六
番
二
一 

七
二
六
番
二
一 

七
二
六
番
二
一 

七
二
六
番
二
一 

七
二
六
番
二
一 

七
二
六
番
二
一 

 

七
二
六
番
二
一 

 

七
二
六
番
一
地
先 

 

七
二
六
番
一 

 

七
二
六
番
二
八 

 

七
二
六
番
二
〇 

 

七
二
六
番
二
〇 



４ 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
二
号 

 
平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号
（
会
計
管
理
者
事
務
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

別
表
第
一
第
十
四
項
第
一
号
中
「
現
金
（
」
の
下
に
「
法
律
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
五
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
納
付
受
託
者
か
ら
出
納
総
務
課
に
納
付
さ
れ
る
も
の
、
」
を
加
え
、
同

項
第
四
号
中
「
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
五
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
四
項
第

二
号
」
を
「
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
五
項
第
三

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
第
十
五
項
と
し
、
同
表
第
十
三
項
を
同
表
第
十
四
項
と
し
、
同
表
第

十
二
項
を
同
表
第
十
三
項
と
し
、
同
表
第
十
一
項
第
一
号
中
「
現
金
」
の
下
に
「
（
法
律
第
二
百

三
十
一
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
納
付
受
託
者
か
ら
出
納
総
務
課
に
納
付
さ
れ

る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
第
十
二
項
と
し
、
同
表
第
十
項
を
同
表
第
十
一
項

と
し
、
同
表
第
九
項
中
「
出
納
員
の
所
属
す
る
課
等
」
を
「
警
察
本
部
施
設
課
」
に
改
め
、
同
項

を
同
表
第
十
項
と
し
、
同
表
第
八
項
を
同
表
第
九
項
と
し
、
同
表
第
七
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第

六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
現
金
」
の
下
に
「
（
法
律
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
五
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
納
付
受
託
者
か
ら
出
納
総
務
課
に
納
付
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を

加
え
、
同
項
を
同
表
第
八
項
と
し
、
同
表
第
六
項
第
一
号
中
「
現
金
」
の
下
に
「
（
法
律
第
二
百

三
十
一
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
納
付
受
託
者
か
ら
出
納
総
務
課
に
納
付
さ
れ

る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
第
七
項
と
し
、
同
表
第
五
項
を
同
表
第
六
項
と
し
、

同
表
第
四
項
第
一
号
中
「
第
十
四
項
」
を
「
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
第
五
項
と
し
、

同
表
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

           

一 

地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
律
」
と
い
う
。
）
第
二
百
三
十
一

条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
納
付
受
託
者
か
ら

出
納
総
務
課
に
納
付
さ
れ
る
現
金
（
次
号
の
現
金
を
除
く
。
）

の
収
納
及
び
保
管
を
行
う
こ
と
。 

二 

出
納
総
務
課
に
属
す
る
現
金
の
収
納
（
国
費
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
及
び
保
管
を
行
う
こ
と
。 

三 

出
納
総
務
課
に
属
す
る
即
日
払
出
し
を
要
す
る
入
札
保
証
金

の
払
出
し
を
行
う
こ
と
。 

四 

出
納
総
務
課
に
属
す
る
有
価
証
券
、
物
品
（
埼
玉
県
証
紙
を

除
く
。
）
及
び
占
有
動
産
の
出
納
及
び
保
管
を
行
う
こ
と
。 

五 

出
納
総
務
課
に
係
る
支
出
負
担
行
為
の
う
ち
、
規
則
第
四
十

八
条
第
二
項
に
定
め
る
支
出
命
令
書
及
び
支
出
負
担
行
為
兼
支

出
命
令
書
に
よ
り
支
出
の
命
令
を
す
る
も
の
及
び
当
該
支
出
に

係
る
精
算
調
書
に
よ
り
支
出
の
命
令
を
す
る
も
の
に
関
す
る
確

認
を
行
う
こ
と
。 

六 

出
納
総
務
課
に
係
る
誤
納
金
又
は
過
納
金
の
戻
出
の
決
定
に

あ 

出
納
総
務
課
の

出
納
員
（
課
長

の
職
に
あ
る
出

納
員
並
び
に
出

納
審
査
幹
及
び

課
長
が
あ
ら
か

じ
め
指
定
す
る

専
門
員
の
職
に

あ
る
出
納
員
を

除
く
。
） 
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払
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六
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精
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出
納
総
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課
に
属
す
る
歳
入
歳
出
外
現
金
の
払
出
し
の
通
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の
審
査
を
行
う
こ
と
。 
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１ 購入等件名及び数量 

  県立学校ペーパーレス支援ソフト導入業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部県立学校人事課働き方改革・組織マネジメント担当  

 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年８月４日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 東京都港区芝浦３丁目９番14号 

５ 落札金額 

  80,300,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和５年６月30日 
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１ 購入等件名及び数量 

  県立学校事務室用ノートパソコンの賃貸借 176台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部県立学校人事課働き方改革・組織マネジメント担当  

 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年８月18日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 東京都港区港南１丁目２番70号 

５ 落札金額 

  28,617,600円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和５年７月11日 
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１ 購入等件名及び数量 

  高齢者講習用動体視力計及び夜間視力計の購入 ６式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年８月10日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  興和株式会社 愛知県名古屋市中区錦３丁目６番29号 

５ 落札金額 

  38,852,550円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和５年６月27日 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   高度警察情報通信基盤システム連携サーバの賃貸借 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   令和６年３月１日（金）から令和11年２月28日（水）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 納入場所 

埼玉県警察本部地域部通信指令課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和４年埼玉県告示第747

号）に基づき、業種区分「物品の賃貸」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら



れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部 

  総務部財務局会計課調度係 二瓶 電話048-832-0110 内線2249 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 仕様書の交付方法 

   次の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部

地域部通信指令課企画指導係 電話048-832-0110 内線3623 

 ⑷ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

   競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年11月10日（金）午前９時55

分まで 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年11月９日（木）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和５年11月10日（金）午前９時

55分まで 

 ⑸ 開札の場所及び日時 

   埼玉県警察本部総務部財務局会計課 令和５年11月10日（金）午前10時 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 



  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和５年11月２日（木）午後３時までに提出し、競争入

札参加資格（上記２⑸に定める競争入札参加資格を除く。）の確認を得なけれ

ばならない。また、入札事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求めら

れた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類



を令和５年10月５日（木）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

  ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: A lease of Server 

Connected with Police Integrated Info-communication Infrastructure. 

 ⑵ Time‐limit for tender: By the electronic tender system; 9:55 a.m. 

November 10, 2023 By mail; 5:00 p.m. November 9, 2023 In person; 9:55 

a.m. November 10, 2023 

  ⑶ Contact point for the notice: Property Management Group, Finance 

Division, Finance Bureau, General Affairs Department, Saitama Pre- 

    fectural Police Headquarters, 3-15-1 Takasago, Urawa-ku, Saitama-shi, 

Saitama-ken 330-8533, Telephone 048-832-0110 Ext.2249 
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次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

相 

原 

秀 

行 
 

 



 

鴻
巣
桶
川
さ
い
た
ま
線 

路 
線 

名 

 
北
本
市
深
井
二
丁
目
五
番
一
〇
地
先
か
ら 

 

同
市
深
井
二
丁
目
五
番
一
二
地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
付
け
埼
玉
県
北
本
県
土

整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号
で
告
示
し
た
道
路
予

定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長
三
一
・
四
二
メ
ー
ト
ル 

備 

考 



告 
 

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
三
十
八
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

北 

島 

通 

次 
 

 
 

 



１ 購入等件名及び数量 

ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借（ファイナンス・リース）一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県水質管理センター検査担当 

埼玉県行田市小針1632番地 

３ 落札者を決定した日 

令和５年７月26日 

４ 落札者の氏名及び住所 

三菱ＨＣキャピタル株式会社 公共営業部 

部長 前田 純 

東京都港区西新橋一丁目３番１号 

５ 落札金額(税抜) 

31,710,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和５年６月23日 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
八
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
か
ら
、
次
の
と
お
り
名
称
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

  

旧 新 

 

社
会
福
祉
法
人
桐
和
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

越
谷
さ
く
ら
の
杜 

社
会
福
祉
法
人
桐
和
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

タ
ム
ス
さ
く
ら
の
杜

越
谷 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
越
谷
市
新
川
町
二
丁
目
二
百

四
十
七
番
地 

所 
 

在 
 

地 
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